
 

 

 

令和 8 年度 

町民税・県民税・森林環境税特別徴収のしおり 

 

明  和  町 

市町村コード 105228 
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〒370-0795
群馬県邑楽郡明和町新里250番地1

提出先 明和町役場　税務課

　　年　　月　　日
（
特
別
徴
収
義
務
者

）

給
　
与
　
支
　
払
　
者

所在地
〒

　 (依頼先)

明 和 町 長 代表者の
職氏名

フリガナ

係

電　　話 （ ）

担
当
者

特別徴収への切替依頼書

フリガナ

明和町役場　使用欄
　※ 明和町役場税務課で使用しますので
記入しないでください。

フリガナ

名　称
氏　　名

特別徴収義務者指定番号
いずれかを○で囲んでください。

新規

既存

法人番号

（

氏名 1 ・ 2 ・ 3 ・ 4 期 ・ 月随時  分を 【納通・納付書添付】
□　全部　　　　　□　無
□　一部　（納通 ・ 全 ・ 随 ・
　　　　　　　　　1 ・ 2 ・ 3 ・ 4）

生年月日 年 月 日 （注１）

当社で　 月分　より特別徴収します。

1月1日
現在の
住　所

明和町 【口座確認】
□　不要
□　ＦＡＸ済　（　　　　/　　　）
□　コピー済（　　　　/　　　）

（ 納期限は翌月10日となります。）

普通徴収納付済額 特別徴収切替額

円
□ その他

納
　
税
　
者

特
別
徴
収
開
始
月

　左の者について、普通徴収の ※ 該当期に○印をつけてください。

月
割
額
の
連
絡

　　　※該当の番号に○印をつけてください。 月　割　額

月分 円1

2
明和町役場税務課へ電話確認済
　　　→右の月割額欄に御記入くださ

い。

日）
切替依頼書
提出理由

□ 入社したため （ 月

）

明和町ホームページからもダウンロードできます

処理日

宛名番号

月分以降

【納通引抜】
□　不要
□　ＦＡＸ済　（　　　　/　　　）
□　コピー済（　　　　/　　　）

　特別徴収税額通知書にて確認
　　　 → 翌月5日頃発送（注２）

(注1) 普通徴収の納期限が過ぎていないものについて、特別徴収へ切り替え
        ることができます。二重納付防止のため、納税者宛に送付された普通
        徴収の納付書がある場合は同封してください。
　
(注2) 明和町役場税務課に月末までに届かない場合、翌月10日までに通知
        できないことがあります。

整理番号

普通徴収税額
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宛名番号

(注1)普通徴収の納期限が過ぎていないものについて、特別徴収へ切り替え
       ることができます。二重納付防止のため、納税者宛に送付された普通
       徴収の納付書がある場合は同封してください。
　
(注2) 明和町役場税務課に月末までに届かない場合、翌月10日までに通知
        できないことがあります。

整理番号

普通徴収税額 普通徴収納付済額 特別徴収切替額

処理日

日）

2
明和町役場税務課へ電話確認済
　　　→右の月割額欄に御記入くださ

い。
円

□ その他 （ ）

月分　より特別徴収します。

1月1日
現在の
住　所

明和町 中谷〇〇番地 【口座確認】
□　不要
□　ＦＡＸ済　（　　　　/　　　）
□　コピー済（　　　　/　　　）

（ 納期限は翌月10日となります。）

月
割
額
の
連
絡

　　　※該当の番号に○印をつけてください。 月　割　額

1
　特別徴収税額通知書にて確認
　　　→ 翌月5日頃発送（注２）

円 【納通引抜】
□　不要
□　ＦＡＸ済　（　　　　/　　　）
□　コピー済（　　　　/　　　）切替依頼書

提出理由

■ 入社したため （ 6 月 1

納
　
税
　
者

フリガナ メイワ　アキコ
特
別
徴
収
開
始
月

　左の者について、普通徴収の ※ 該当期に○印をつけてください。 横浜市特別徴収センター使用欄
　※ 横浜市特別徴収センターで使用します
ので記入しないでください。

氏名 明和　昭子 1 ・ 2 ・ 3 ・ 4 期 ・ 月随時  分を 【納通・納付書添付】
□　全部　　　　　□　無
□　一部　（納通 ・ 全 ・ 随 ・
　　　　　　　　　1 ・ 2 ・ 3 ・ 4）

生年月日 昭和60 年 4 月 1 日 （注１）

当社で　 7

××××法人番号

9999999既存

　 (依頼先) 群馬県邑楽郡明和町新里〇〇番地

担
当
者

係 人事労務課
フリガナ カブシキガイシャ　シカクシカクコウギョウ フリガナ メイワ　ハナコ

名　称 株式会社　□□工業 氏　　名 明和　花子
明 和 町 長 代表者の

職氏名 代表取締役　　特徴　太郎
電　　話 0276 （ 84 ）

特別徴収への切替依頼書
××年×月×日

（
特
別
徴
収
義
務
者

）

給
　
与
　
支
　
払
　
者

所在地
〒 370-0708 特別徴収義務者指定番号

いずれかを○で囲んでください。

新規

明和町の特別徴収義務者指定番号がない場合は、

「新規」に○をして指定番号欄は空欄にします。

該当期に
○印

給与からの差引
きを開始する月

●期について

納期限が過ぎていない普通徴収の期を切替 え

ることができます。

全て特別徴収にする場合は１～４に○

３・４期分を切替える場合は３と４に○

※ 随時月も同様

●開始月について

税額通知書で通知した翌月以降の開始になり

ます（スケジュールは注２を参照してください。）。

該当欄に○印
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 4 休職（育休等）

－

 特別徴収義務者
 指   定   番   号

-

で納入します。

 9 その他
(特別徴収不可)

 5 長期欠勤

月分から
   　１ 特別徴収
　　　  継続（転勤）

年 月

 6 死   亡

御
注
意

係

氏名

電話

日

月分（ 月

（注）一括徴収の場合は必ず記載してください。
中段〔２〕も記載してください。

　一括徴収した税額は

　下段届出書〔３〕は新勤務先で記載

日納期限分）

異　動
年　月　日

　
     ２ 一括徴収
　　　   残税額を本人
　　　   から徴収して
　　  　 まとめて納入
　　   　１月以降は必須

〔２〕一括徴収する場合は、次の欄に記載してください。

日

　　 継続の希望がないため

一　括　徴　収　の　理　由
年12月31日までで、申出が

月

給与又は
退職手当等の
支払予定月日

年１月１日以後で、特別徴収

異動者印
1 　異動が令和

円

日申出）

2 　異動が令和

給 与 支 払 報 告 〒370-0795

月分まで

月分から

日年

異　動　の
事　由

)（旧姓：

群馬県邑楽郡明和町新里250番地１

※
処理
事項

１ 現年度      ２ 新年度      ３ 両年度
特 別 徴 収

　　　コピー

に係る給与所得者異動届出書

〔１〕異動があった場合は、速やかに提出してください。

　提出先　

-

　連絡者の係
　及び氏名並
　びにその
　電話番号

日

明和町役場　税務課

（
特
別
徴
収
義
務
者

）

給
　
与
　
支
　
払
　
者

円

(ア)　-　(イ) 円

 1 退職（普・障）

 2 転   勤

 3 合   併

所　在　地

名　　称

代表者の
職氏名

  税額通知書に記載
  されている指定番
  号・宛名番号を書
  いてください。

郵便番号

年

円

－

）

一 括 徴 収 予 定 額

合　　　　　　　計
（上記(ウ)と同額）

支払予定日ごと
の徴収予定額

代表者の
職氏名

円

月

　宛　名　番　号

異動後の未徴収
税 額 の 徴 収

既存新規  

年

 7 会社解散・廃業

 8 住所誤報

円

　　１　（普Ｂ）
　他の事業所で特別徴収
　（例：乙欄適用者）

　　２　（普Ｃ）
　給与が少なく税額が引けない
　（年間の給与支給額が93万円以下）

  　 ３ 普通徴収

（本人が納付書で納付)

 　 　（注）「９ その他（特別徴収不可）」を選択された場合は、
　  　　   　次のいずれかの理由を必ず選択してください。

　後日、明和町役場から本人あてに納付書
 を送付します。

退職手当等の支払額
（支払予定額）

控除社会保険料額

１月１日以降退職時
までの給与支払金額

新規、既存のどちらかに
チェックをしてください。

円

（注）事業所及び従業員の希望のみによる普通徴収への切替は、原則できません。

勤続年数

円
　給与の支払が不定期
　（例：給与の支払が毎月でない）

　　３　（普Ｄ）

経 理 責 任 者
氏 名 を徴収し納入します。

 月割額 円
電話 - -

（
特
別
徴
収
義
務
者

）

給
　
与
　
支
　
払
　
者

郵便番号

明和町ホームページからもダウンロードできます。
明和町役場税務課に月末までに届かない場合、翌月10日までに通知できないことがあります。

氏名

係

　　４　（普Ｅ）
　事業専従者
　（個人事業主のみ対象）

特 別 徴 収 義 務 者
指 定 番 号

　連絡者の係
　及び氏名並
　びにその
　電話番号

　一括徴収できない理由（1/1～4/30の間の退職者等）

1 　５月31日までに支払われる給与又は退職手当等が
　　ない、又は未徴収税額より少ないため

月分から

月 日

※

円

（注）１月１日から４月30日までの間に退職した場合は、一括徴収することが義務づけられています。

名　　称

〔３〕転勤等による特別徴収届出書　（左欄外の注意書きを参照してください。）

 給与の支払を受けなくなった後の住所

（イ）
徴収済額

（ウ）
未徴収税額

月分まで

（ア）
特別徴収税額

（年税額）

月

フリガナ

生年月日

フリガナ

2 　その他　理由（

 　　あったため　　（ 月

所　在　地

 １月１日現在の住所

個人番号又は
法人番号

明　和　町　長

（届出先）

個人番号

給　　　与　　　所　　　得　　　者

氏名

１

「
宛
名
番
号
」
の
欄
に
は
、
特
別
徴
収
税
額
通
知
書
に
記
載
さ
れ
た
宛
名
番
号
を
記
載
し
て
く
だ
さ
い
。

２

転
勤
、
再
就
職
等
に
よ
り
異
動
後
の
勤
務
先
で
引
き
続
き
特
別
徴
収
を
行
う
場
合
に
は
、
前
勤
務
先
で
上
段
⑴
の
事
項
を
記
載
し
、
新
勤
務
先
に
送
付
願
い
ま
す
。

た
だ
し
、
「
給
与
所
得
者
」
の
欄
の
「
個
人
番
号
」
は
、
前
勤
務
先
で
は
記
載
せ
ず
、
新
勤
務
先
で
本
人
か
ら
番
号
の
提
供
を
受
け
記
載
し
て
く
だ
さ
い
。
ま
た
、
前
勤
務

先
が
個
人
事
業
主
の
場
合
、
「
給
与
支
払
者
」
の
欄
の
「
個
人
番
号
」
は
前
勤
務
先
で
は
記
載
せ
ず
、
新
勤
務
先
へ
送
付
願
い
ま
す
。
新
勤
務
先
で
は
下
段
⑶
（
転
勤
等
に

よ
る
特
別
徴
収
届
出
書
）
の
事
項
を
記
載
し
、
一
月
一
日
現
在
の
住
所
地
（
課
税
地
）
の
市
町
村
長
に
送
付
し
て
く
だ
さ
い
。

３

一
月
一
日
か
ら
四
月
三
十
日
ま
で
の
間
に
退
職
し
た
人
に
未
徴
収
税
額
が
あ
る
場
合
は
、
一
括
徴
収
す
る
こ
と
が
義
務
づ
け
ら
れ
て
い
ま
す
。

４

※
印
の
欄
は
届
出
者
に
お
い
て
記
載
す
る
必
要
は
あ
り
ま
せ
ん
。
黄
色
の
部
分
を
記
載
す
る
と
と
も
に
、
該
当
す
る
□
に
チ
ェ
ッ
ク
を
し
て
く
だ
さ
い
。

５

黒
の
ボ
ー
ル
ペ
ン
又
は
ペ
ン
で
記
載
し
て
く
だ
さ
い
。
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　提出先　 明和町役場　税務課

月 1 日

3

  税額通知書に記載
  されている指定番
  号・宛名番号を書
  いてください。

 特別徴収義務者
 指   定   番   号

人事労務課

電話2 3 4 84 - XXXX

群馬県邑楽郡明和町新里250番地１

※
処理
事項

１ 現年度      ２ 新年度      ３ 両年度

9

氏名
代表者の
職氏名 代表取締役　　特徴　太郎

1 2 3

6 7 8 -

 1 退職（普・障）
   　１ 特別徴収
　　　  継続（転勤）

（注）一括徴収の場合は必ず記載してください。
 中段〔２〕も記載してください。

6 月分から 9 月分から

円
8 月分まで

 3 合   併

　　 継続の希望がないため

月

0

給　　　与　　　所　　　得　　　者 （ア）
特別徴収税額

（年税額）

（旧姓： )

郵便番号
群馬県邑楽郡明和町新里〇〇番地

個人番号又は
法人番号 4 5

 6 死   亡

XX 年 8 月

121

（届出先）

御
注
意

給 与 支 払 報 告
に係る給与所得者異動届出書

〒370-0795

XX 年 ○ 月 △ 日 370 － 0708
（
特
別
徴
収
義
務
者

）

給
　
与
　
支
　
払
　
者

所　在　地

特 別 徴 収
　　　コピー

〔１〕異動があった場合は、速やかに提出してください。

名　　称 株式会社　□□工業
　連絡者の係
　及び氏名並
　びにその
　電話番号

係

明和　花子

　宛　名　番　号

0276

氏名
明和　昭子

フリガナ メイワ　アキコ
　一括徴収した税額は

月分（ 月

明　和　町　長

生年月日 昭和60 年 4

 2 転   勤

邑楽郡明和町中谷〇〇番地  7 会社解散・廃業

 8 住所誤報

31 日

 １月１日現在の住所

140,000 35,600 104,400

で納入します。個人番号 1  5 長期欠勤4 5 6 7 8 9 0

 給与の支払を受けなくなった後の住所
  　 ３ 普通徴収 　後日、明和町役場から本人あてに納付書 9 その他

(特別徴収不可) （本人が納付書で納付)  を送付します。

円 (ア)　-　(イ) 円  4 休職（育休等）

日納期限分）　
     ２ 一括徴収
　　　   残税額を本人
　　　   から徴収して
　　  　 まとめて納入
　　   　１月以降は必須

5

 　　あったため　　（

〔２〕一括徴収する場合は、次の欄に記載してください。  　 　（注）「９ その他（特別徴収不可）」を選択された場合は、
　  　　   　次のいずれかの理由を必ず選択してください。

１月１日以降退職時
までの給与支払金額

（注）１月１日から４月30日までの間に退職した場合は、一括徴収することが義務づけられています。
　　１　（普Ｂ）

　他の事業所で特別徴収
　（例：乙欄適用者）

1,200,000
円

日申出）
退職手当等の支払額

（支払予定額）円 円
　　３　（普Ｄ）

　給与の支払が不定期
　（例：給与の支払が毎月でない）

2 　異動が平成 年１月１日以後で、特別徴収

月分から

新規、既存のどちらかに
チェックをしてください。 新規  

一　括　徴　収　の　理　由 異動者印 給与又は
退職手当等の
支払予定月日

一 括 徴 収 予 定 額 控除社会保険料額

　　２　（普Ｃ）
　給与が少なく税額が引けない
　（年間の給与支給額が93万円以下）

1 　異動が平成 年12月31日までで、申出が 支払予定日ごと
の徴収予定額

合　　　　　　　計
（上記(ウ)と同額）

60,000 円

700,000

フリガナ

既存 ※

　一括徴収できない理由（1/1～4/30の間の退職者等）

3 年

2 　その他　理由（ ）
（注）事業所及び従業員の希望のみによる普通徴収への切替は、原則できません。

〔３〕転勤等による特別徴収届出書　（左欄外の注意書きを参照してください。）

　　４　（普Ｅ）
　事業専従者
　（個人事業主のみ対象）

勤続年数1 　５月31日までに支払われる給与又は退職手当等が
　　ない、又は未徴収税額より少ないため

月

-

－
　連絡者の係
　及び氏名並
　びにその
　電話番号

係

9999999

15

日

円

円月 日

（イ）
徴収済額

（ウ）
未徴収税額

異　動
年　月　日

異　動　の
事　由

異動後の未徴収
税 額 の 徴 収

　下段届出書〔３〕は新勤務先で記載

月分まで

 を徴収し納入します。

明和町役場税務課に月末までに届かない場合、翌月10日までに通知できないことがあります。
明和町ホームページからもダウンロードできます。

 月割額 円
電話 -

代表者の
職氏名

経 理 責 任 者
氏 名

名　　称
氏名

（
特
別
徴
収
義
務
者

）

給
　
与
　
支
　
払
　
者

所　在　地
郵便番号 特 別 徴 収 義 務 者

指 定 番 号

１

「
宛
名
番
号
」
の
欄
に
は
、
特
別
徴
収
税
額
通
知
書
に
記
載
さ
れ
た
宛
名
番
号
を
記
載
し
て
く
だ
さ
い
。

２

転
勤
、
再
就
職
等
に
よ
り
異
動
後
の
勤
務
先
で
引
き
続
き
特
別
徴
収
を
行
う
場
合
に
は
、
前
勤
務
先
で
上
段
⑴
の
事
項
を
記
載
し
、
新
勤
務
先
に
送
付
願
い
ま
す
。

た
だ
し
、
「
給
与
所
得
者
」
の
欄
の
「
個
人
番
号
」
は
、
前
勤
務
先
で
は
記
載
せ
ず
、
新
勤
務
先
で
本
人
か
ら
番
号
の
提
供
を
受
け
記
載
し
て
く
だ
さ
い
。
ま
た
、
前
勤
務

先
が
個
人
事
業
主
の
場
合
、
「
給
与
支
払
者
」
の
欄
の
「
個
人
番
号
」
は
前
勤
務
先
で
は
記
載
せ
ず
、
新
勤
務
先
へ
送
付
願
い
ま
す
。
新
勤
務
先
で
は
下
段
⑶
（
転
勤
等

に

よ
る
特
別
徴
収
届
出
書
）
の
事
項
を
記
載
し
、
一
月
一
日
現
在
の
住
所
地
（
課
税
地
）
の
市
町
村
長
に
送
付
し
て
く
だ
さ
い
。

３

一
月
一
日
か
ら
四
月
三
十
日
ま
で
の
間
に
退
職
し
た
人
に
未
徴
収
税
額
が
あ
る
場
合
は
、
一
括
徴
収
す
る
こ
と
が
義
務
づ
け
ら
れ
て
い
ま
す
。

４

※
印
の
欄
は
届
出
者
に
お
い
て
記
載
す
る
必
要
は
あ
り
ま
せ
ん
。
黄
色
の
部
分
を
記
載
す
る
と
と
も
に
、
該
当
す
る
□
に
チ
ェ
ッ
ク
を
し
て
く
だ
さ
い
。

普通徴収 記載例

８月末で退職した給与所得者の徴収方法を、
９月分から普通徴収に変更する場合。

（ア）年税額 １４０，０００（６～翌年５月分）
（イ）徴収済額 ３５，６００（６～８月分）
（ウ）未徴収税額 １０４，４００（９～翌年５月分）

↑普通徴収税額
理由のない普通徴収への切替は認めら
れません。
※「異動の事由」が「９ 特別徴収不
可」の場合は、「普B～普E」のいずれ
かの理由を必ず選択してください。

13



 

　　　　　 　　　　　

　提出先　 明和町役場　税務課

月 1 日

3

  税額通知書に記載
  されている指定番
  号・宛名番号を書
  いてください。

 特別徴収義務者
 指   定   番   号

人事労務課

電話2 3 4 84 - XXXX

群馬県邑楽郡明和町新里250番地１

※
処理
事項

１ 現年度      ２ 新年度      ３ 両年度

9

氏名
代表者の
職氏名 代表取締役　　特徴　太郎

1 2 3

6 7 8 -

 1 退職（普・障）
   　１ 特別徴収
　　　  継続（転勤）

（注）一括徴収の場合は必ず記載してください。
中段〔２〕も記載してください。

6 月分から 9 月分から

円
8 月分まで

 3 合   併

　　 継続の希望がないため
9

月

0

給　　　与　　　所　　　得　　　者 （ア）
特別徴収税額

（年税額）

（旧姓： )

郵便番号
群馬県邑楽郡明和町新里〇〇番地

個人番号又は
法人番号 4 5

 6 死   亡

XX 年 8 月

121

（届出先）

御
注
意

給 与 支 払 報 告
に係る給与所得者異動届出書

〒370-0795

XX 年 ○ 月 △ 日 370 － 0708
（
特
別
徴
収
義
務
者

）

給
　
与
　
支
　
払
　
者

所　在　地

特 別 徴 収
　　　コピー

〔１〕異動があった場合は、速やかに提出してください。

名　　称 株式会社　□□工業
　連絡者の係
　及び氏名並
　びにその
　電話番号

係

明和　花子

　宛　名　番　号

0276

氏名
明和　昭子

フリガナ メイワ　アキコ
　一括徴収した税額は

9 月分（ 10 月

明　和　町　長

生年月日 昭和60 年 4

 2 転   勤

邑楽郡明和町中谷〇〇番地  7 会社解散・廃業

 8 住所誤報

31 日

 １月１日現在の住所

140,000 35,600 104,400

で納入します。個人番号 1  5 長期欠勤4 5 6 7 8 9 0

 給与の支払を受けなくなった後の住所
  　 ３ 普通徴収 　後日、明和町役場から本人あてに納付書 9 その他

(特別徴収不可) （本人が納付書で納付) を送付します。

円 (ア)　-　(イ) 円  4 休職（育休等）

日納期限分）　
     ２ 一括徴収
　　　   残税額を本人
　　　   から徴収して
　　  　 まとめて納入
　　   　１月以降は必須

105

 　　あったため　　（ 8

〔２〕一括徴収する場合は、次の欄に記載してください。  　 　（注）「９ その他（特別徴収不可）」を選択された場合は、
　  　　   　次のいずれかの理由を必ず選択してください。

１月１日以降退職時
までの給与支払金額

（注）１月１日から４月30日までの間に退職した場合は、一括徴収することが義務づけられています。
　　１　（普Ｂ）

　他の事業所で特別徴収
　（例：乙欄適用者）

1,200,000
円

日申出）
退職手当等の支払額

（支払予定額）円 円
　　３　（普Ｄ）

　給与の支払が不定期
　（例：給与の支払が毎月でない）

2 　異動が令和 年１月１日以後で、特別徴収

月分から

新規、既存のどちらかに
チェックをしてください。 新規  

一　括　徴　収　の　理　由 異動者印 給与又は
退職手当等の
支払予定月日

一 括 徴 収 予 定 額 控除社会保険料額

　　２　（普Ｃ）
　給与が少なく税額が引けない
　（年間の給与支給額が93万円以下）

1 　異動が令和 年12月31日までで、申出が

明
和

支払予定日ごと
の徴収予定額

合　　　　　　　計
（上記(ウ)と同額）

60,000 円

700,000

25

フリガナ

既存 ※

20
　一括徴収できない理由（1/1～4/30の間の退職者等）

3 年

2 　その他　理由（ ）
（注）事業所及び従業員の希望のみによる普通徴収への切替は、原則できません。

〔３〕転勤等による特別徴収届出書　（左欄外の注意書きを参照してください。）

　　４　（普Ｅ）
　事業専従者
　（個人事業主のみ対象）

勤続年数1 　５月31日までに支払われる給与又は退職手当等が
　　ない、又は未徴収税額より少ないため

月

-

－
　連絡者の係
　及び氏名並
　びにその
　電話番号

係

9999999

15

日

円

円

104,400

104,400

月 日

（イ）
徴収済額

（ウ）
未徴収税額

異　動
年　月　日

異　動　の
事　由

異動後の未徴収
税 額 の 徴 収

　下段届出書〔３〕は新勤務先で記載

月分まで

 を徴収し納入します。

明和町役場税務課に月末までに届かない場合、翌月10日までに御通知できないことがあります。
明和町ホームページからもダウンロードできます。

 月割額 円
電話 -

代表者の
職氏名

経 理 責 任 者
氏 名

名　　称
氏名

（
特
別
徴
収
義
務
者

）

給
　
与
　
支
　
払
　
者

所　在　地
郵便番号 特 別 徴 収 義 務 者

指 定 番 号

１

「
宛
名
番
号
」
の
欄
に
は
、
特
別
徴
収
税
額
通
知
書
に
記
載
さ
れ
た
宛
名
番
号
を
記
載
し
て
く
だ
さ
い
。

２

転
勤
、
再
就
職
等
に
よ
り
異
動
後
の
勤
務
先
で
引
き
続
き
特
別
徴
収
を
行
う
場
合
に
は
、
前
勤
務
先
で
上
段
⑴
の
事
項
を
記
載
し
、
新
勤
務
先
に
送
付
願
い
ま
す
。

た
だ
し
、
「
給
与
所
得
者
」
の
欄
の
「
個
人
番
号
」
は
、
前
勤
務
先
で
は
記
載
せ
ず
、
新
勤
務
先
で
本
人
か
ら
番
号
の
提
供
を
受
け
記
載
し
て
く
だ
さ
い
。
ま
た
、
前
勤
務

先
が
個
人
事
業
主
の
場
合
、
「
給
与
支
払
者
」
の
欄
の
「
個
人
番
号
」
は
前
勤
務
先
で
は
記
載
せ
ず
、
新
勤
務
先
へ
送
付
願
い
ま
す
。
新
勤
務
先
で
は
下
段
⑶
（
転
勤
等

に

よ
る
特
別
徴
収
届
出
書
）
の
事
項
を
記
載
し
、
一
月
一
日
現
在
の
住
所
地
（
課
税
地
）
の
市
町
村
長
に
送
付
し
て
く
だ
さ
い
。

３

一
月
一
日
か
ら
四
月
三
十
日
ま
で
の
間
に
退
職
し
た
人
に
未
徴
収
税
額
が
あ
る
場
合
は
、
一
括
徴
収
す
る
こ
と
が
義
務
づ
け
ら
れ
て
い
ま
す
。

４

※
印
の
欄
は
届
出
者
に
お
い
て
記
載
す
る
必
要
は
あ
り
ま
せ
ん
。
黄
色
の
部
分
を
記
載
す
る
と
と
も
に
、
該
当
す
る
□
に
チ
ェ
ッ
ク
を
し
て
く
だ
さ
い
。

一括徴収 記載例

一括で徴収した税額を納入する月
※1月以降の退職の場合は、
原則一括徴収が基本となります。

８月末で退職した給与所得者の徴収方法を、
９月分で一括して納入する場合。

（ア）年税額 １４０，０００（６～翌年５月分）
（イ）徴収済額 ３５，６００（６～８月分）
（ウ）未徴収税額 １０４，４００（９～翌年５月分）

↑一括徴収額（納入額と同額）
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　提出先　 明和町役場　税務課

月 1 日

3

  税額通知書に記載
  されている指定番
  号・宛名番号を書
  いてください。

 特別徴収義務者
 指   定   番   号

人事労務課

電話2 3 4 84 - XXXX

群馬県邑楽郡明和町新里250番地１

※
処理
事項

１ 現年度      ２ 新年度      ３ 両年度

9

氏名
代表者の
職氏名 代表取締役　　特徴　太郎

9999900

1 2 3

6 7 8 -

 1 退職（普・障）
   　１ 特別徴収
　　　  継続（転勤）

（注）一括徴収の場合は必ず記載してください。
中段〔２〕も記載してください。

6 月分から 9 月分から

円
8 月分まで

 3 合   併

　　 継続の希望がないため

月

0

給　　　与　　　所　　　得　　　者 （ア）
特別徴収税額

（年税額）

（旧姓： )

郵便番号
群馬県邑楽郡明和町新里〇〇番地

個人番号又は
法人番号 4 5

 6 死   亡

XX 年 8 月

121

（届出先）

御
注
意

給 与 支 払 報 告
に係る給与所得者異動届出書

〒370-0795

XX 年 ○ 月 △ 日 370 － 0708
（
特
別
徴
収
義
務
者

）

給
　
与
　
支
　
払
　
者

所　在　地

特 別 徴 収
　　　コピー

〔１〕異動があった場合は、速やかに提出してください。

名　　称 株式会社　□□工業
　連絡者の係
　及び氏名並
　びにその
　電話番号

係

明和　花子

　宛　名　番　号

0276

氏名
明和　昭子

フリガナ メイワ　アキコ
　一括徴収した税額は

月分（ 月

明　和　町　長

生年月日 昭和60 年 4

 2 転   勤

邑楽郡明和町中谷〇〇番地  7 会社解散・廃業

 8 住所誤報

31 日

 １月１日現在の住所

140,000 35,600 104,400

で納入します。個人番号 1  5 長期欠勤4 5 6 7 8 9 0

 給与の支払を受けなくなった後の住所
  　 ３ 普通徴収 　後日、明和町役場から本人あてに納付書 9 その他

(特別徴収不可) （本人が納付書で納付)  を送付します。

円 (ア)　-　(イ) 円  4 休職（育休等）

日納期限分）　
     ２ 一括徴収
　　　   残税額を本人
　　　   から徴収して
　　  　 まとめて納入
　　   　１月以降は必須

5

 　　あったため　　（

〔２〕一括徴収する場合は、次の欄に記載してください。  　 　（注）「９ その他（特別徴収不可）」を選択された場合は、
　  　　   　次のいずれかの理由を必ず選択してください。

１月１日以降退職時
までの給与支払金額

（注）１月１日から４月30日までの間に退職した場合は、一括徴収することが義務づけられています。
　　１　（普Ｂ）

　他の事業所で特別徴収
　（例：乙欄適用者）

1,200,000
円

日申出）
退職手当等の支払額

（支払予定額）円 円
　　３　（普Ｄ）

　給与の支払が不定期
　（例：給与の支払が毎月でない）

2 　異動が平成 年１月１日以後で、特別徴収

9 月分から 370

新規、既存のどちらかに
チェックをしてください。 新規  

一　括　徴　収　の　理　由 異動者印 給与又は
退職手当等の
支払予定月日

一 括 徴 収 予 定 額 控除社会保険料額

　　２　（普Ｃ）
　給与が少なく税額が引けない
　（年間の給与支給額が93万円以下）

1 　異動が平成 年12月31日までで、申出が 支払予定日ごと
の徴収予定額

合　　　　　　　計
（上記(ウ)と同額）

60,000 円

700,000

フリガナ カブシキガイシャシカクマル

既存 ※

〇〇　和子

　一括徴収できない理由（1/1～4/30の間の退職者等）

3 年

2 　その他　理由（ ）
（注）事業所及び従業員の希望のみによる普通徴収への切替は、原則できません。

〔３〕転勤等による特別徴収届出書　（左欄外の注意書きを参照してください。）

　　４　（普Ｅ）
　事業専従者
　（個人事業主のみ対象）

勤続年数1 　５月31日までに支払われる給与又は退職手当等が
　　ない、又は未徴収税額より少ないため

月

84 - XXXX

－ 0701
　連絡者の係
　及び氏名並
　びにその
　電話番号

係

9999999

15

経理課

日

円

円月 日

（イ）
徴収済額

（ウ）
未徴収税額

異　動
年　月　日

異　動　の
事　由

異動後の未徴収
税 額 の 徴 収

　下段届出書〔３〕は新勤務先で記載

月分まで

 を徴収し納入します。

明和町役場税務課に月末までに届かない場合、翌月10日までに通知できないことがあります。
明和町ホームページからもダウンロードできます。

 月割額 10,600 円
電話 0276 -

代表者の
職氏名 代表取締役　　川俣　明雄 経 理 責 任 者

氏 名

名　　称 株式会社　□○
氏名

（
特
別
徴
収
義
務
者

）

給
　
与
　
支
　
払
　
者

所　在　地
郵便番号

群馬県邑楽郡明和町南大島〇〇番地
特 別 徴 収 義 務 者
指 定 番 号

川俣　一郎

１

「
宛
名
番
号
」
の
欄
に
は
、
特
別
徴
収
税
額
通
知
書
に
記
載
さ
れ
た
宛
名
番
号
を
記
載
し
て
く
だ
さ
い
。

２

転
勤
、
再
就
職
等
に
よ
り
異
動
後
の
勤
務
先
で
引
き
続
き
特
別
徴
収
を
行
う
場
合
に
は
、
前
勤
務
先
で
上
段
⑴
の
事
項
を
記
載
し
、
新
勤
務
先
に
送
付
願
い
ま
す
。

た
だ
し
、
「
給
与
所
得
者
」
の
欄
の
「
個
人
番
号
」
は
、
前
勤
務
先
で
は
記
載
せ
ず
、
新
勤
務
先
で
本
人
か
ら
番
号
の
提
供
を
受
け
記
載
し
て
く
だ
さ
い
。
ま
た
、
前
勤
務

先
が
個
人
事
業
主
の
場
合
、
「
給
与
支
払
者
」
の
欄
の
「
個
人
番
号
」
は
前
勤
務
先
で
は
記
載
せ
ず
、
新
勤
務
先
へ
送
付
願
い
ま
す
。
新
勤
務
先
で
は
下
段
⑶
（
転
勤
等
に

よ
る
特
別
徴
収
届
出
書
）
の
事
項
を
記
載
し
、
一
月
一
日
現
在
の
住
所
地
（
課
税
地
）
の
市
町
村
長
に
送
付
し
て
く
だ
さ
い
。

３

一
月
一
日
か
ら
四
月
三
十
日
ま
で
の
間
に
退
職
し
た
人
に
未
徴
収
税
額
が
あ
る
場
合
は
、
一
括
徴
収
す
る
こ
と
が
義
務
づ
け
ら
れ
て
い
ま
す
。

４

※
印
の
欄
は
届
出
者
に
お
い
て
記
載
す
る
必
要
は
あ
り
ま
せ
ん
。
黄
色
の
部
分
を
記
載
す
る
と
と
も
に
、
該
当
す
る
□
に
チ
ェ
ッ
ク
を
し
て
く
だ
さ
い
。

５

黒
の
ボ
ー
ル
ペ
ン
又
は
ペ
ン
で
記
載
し
て
く
だ
さ
い
。

特別徴収継続 記載

８月末で退職する給与所得者が、
９月から新しい会社で特別徴収する場合。

新しい会社で特別徴収を開始する月
（９月）とその月割額を記入します。 明和町の特別徴収義務者指定番号がない場合は、

「新規」に✔をして指定番号欄は空欄にします。
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提出先 群馬県邑楽郡明和町新里250番地1
〒370-0795 明和町役場　税務課

〒 -

（届出先）

明和町長

（　　　　　　）　　　　　 -

〒 - 〒 -

① □ 社名変更 ② □ 所在地変更（登記変更有） ③ □ 給与事務担当部署等の移転（登記変更無）
④ □ 給与事務の統合 ⑤ □ 法人化、または個人事業化 ⑥ □ 分割
⑦ □ 合併 （消滅会社の指定番号【　　　　-　　　　　　　】） ⑧ □ その他 [　 　]
◎

□ 現在の指定番号を継続して使用する　（合併時に新設会社が消滅会社の指定番号を引き継ぐことはできません）
□
□ 新規に指定番号を取得する⇒「給与所得者異動届出書」の提出が必要です。

　　　　　　　　年　　　　月　　　　日

明和町ホームページからもダウンロードできます

特別徴収義務者
指　定　番　号 新給与支払者の指定番号【　　　　-　　　　　　　】を使用する⇒「給与所得者異動届出書」の提出が必要です。
に　つ　い　て

変更年月日

 ④～⑦に該当の場合は、原則として「給与所得者異動届出書」の提出が必要です。

法人番号

変
更
事
項

変　　更　　前 変　　更　　後

所在地
（住所）

フリガナ

名称
または
氏名

電話番号 （　　　　　　　　　　）　　　　　　　　　　- （　　　　　　　　　　）　　　　　　　　　　-

備　　　　　考

変更理由

　　　年　 月 　日

フリガナ

連絡先

係

名称

氏名

特別徴収義務者
指　定　番　号

電話

　　　　　　　　　　　　給与支払者（特別徴収義務者）の所在地・名称変更届出書

（
特
別
徴
収
義
務
者

）

給
与
支
払
者

所在地

代表者の
職氏名
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提出先 群馬県邑楽郡明和町新里250番地1
〒370-0795 明和町役場　税務課

〒 -

（届出先）
人事労務課

明和町長

（　　　　　　）　　　　　 -

〒 - 〒 -

マルマルコウギョウカブシキガイシャ カブシキガイシャ　シカクシカクコウギョウ

① □ 社名変更 ② □ 所在地変更（登記変更有） ③ □ 給与事務担当部署等の移転（登記変更無）
④ □ 給与事務の統合 ⑤ □ 法人化、または個人事業化 ⑥ □ 分割
⑦ □ 合併 （消滅会社の指定番号【　　　　-　　　　　　　】） ⑧ □ その他 [　 　]
◎

□ 現在の指定番号を継続して使用する　（合併時に新設会社が消滅会社の指定番号を引き継ぐことはできません）
□
□ 新規に指定番号を取得する⇒「給与所得者異動届出書」の提出が必要です。

令和　×× 　年　　△ 　月　○○ 　日

9999999    ××年×月×日

明和町ホームページからもダウンロードできます

370 0708

群馬県邑楽郡明和町新里〇〇番地
カブシキガイシャ　シカクシカクコウギョウ

株式会社　□□工業

代表取締役　　特徴　太郎

株式会社　□□工業〇〇工業　株式会社

特別徴収義務者
指　定　番　号 新給与支払者の指定番号【　　　　-　　　　　　　】を使用する⇒「給与所得者異動届出書」の提出が必要です。
に　つ　い　て

変更年月日

電話番号 （　　　　　　　　　　）　　　　　　　　　　- （　　　　　　　　　　）　　　　　　　　　　-

備　　　　　考

変更理由

 ④～⑦に該当の場合は、原則として「給与所得者異動届出書」の提出が必要です。

変
更
事
項

変　　更　　前 変　　更　　後

所在地
（住所）

フリガナ

名称
または
氏名

　　　　　　　　　　　　給与支払者（特別徴収義務者）の所在地・名称変更届出書

（
特
別
徴
収
義
務
者

）

給
与
支
払
者

所在地
特別徴収義務者
指　定　番　号

フリガナ

連絡先

係

名称

氏名
代表者の
職氏名

電話
法人番号

V

V

届出日が変更年月日以降であ
れば変更後の名称を、変更前
であれば旧名称を記入します。

変更理由や
年月日等も
記入します。
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提出先 群馬県邑楽郡明和町新里250番地1
〒370-0795 明和町役場　税務課

〒 -

（届出先）

明和町長

（　　　　　　）　　　　　 -

電子データ 書面 電子データ 書面
（正本） （正本） （正本） （正本）

電子データ 書面 電子データ 書面
（正本） （正本） （正本） （正本）

事　項

受
取
方
法

通知先e-Mail

明和町ホームページからもダウンロードできます

　　　　　　　　　　　　特別徴収税額通知の受取方法変更届出書

（
特
別
徴
収
義
務
者

）

給
与
支
払
者

所在地

代表者の
職氏名

　　　年　 月 　日

フリガナ

eLTAX利用者ID

特別徴収義務者
指　定　番　号

法人番号

変　　更　　前　（旧） 変　　更　　後　（新）

連絡先

係

名称

氏名

電話

特別徴収
義務者用

納税義務
者用
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町民税・県民税・森林環境税特別徴収税額の納期特例に関する申請書

（宛先）
申
 
請
 
者

住所又は所在地 特別徴収義務者

明和町長 氏名又は法人の名称

年 月

指定番号

及び代表者氏名 担当者 氏名

（連絡先） 電話（個人事業主の場合、個人番号の
　記入は不要です。）

日 提出
法人番号

月 人年 月

地方税法第３２１条の５の２の規定による特別徴収税額の納期の特例についての承認を申請します。

特例の適用を受けようとする税額 年 月分以後の納入に係る町民税・県民税・森林環境税の特別徴収税額

円年

外 人 外

人 円

円円 外 人 外

円

年 月 人 円

月 人

人

円

外 人 外 円 外 人

年 月 人

外

外 円

現に町民税・県民税・森林環境
税の滞納があり、又は最近にお
いて著しい納付若しくは納入の
遅延の事実がある場合におい
て、それがやむを得ない理由に
よるものであるときは、その理
由

人 円

外 人 外 円 外

円 年 月

申請の日前６か月間の各月末の
給与の支払を受ける者の人員及
び各月の支払金額
（外は臨時雇用者に係るもの）

年

承 認

不 承 認

※欄は記入しないでください。

月 日 無

※
処
理
欄

処理区分 不承認の理由
※
町
処
理
欄

この申請の日前１年以内に納期の特例の承認の
取消通知を受けたことの有無及びその年月日

有 年
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（裏）

＜申請についての注意事項＞

1　特別徴収税額の納期の特例の制度について

(1) 滞納や著しい納付遅延がある場合は、納期の特例の承認を受けられない場合があります。また、この承認を受けても、滞納
　や納付遅延をしますと、承認を取り消されることがありますので、ご注意ください。

(2) 特例の適用を受けようとする月の20日までにご提出をお願いします。（承認を受けた日の属する月から適用されます。）

(1) この特例の適用を受けることができる特別徴収義務者は、その者から給与の支払を受ける者の人数が常時10人未満（明和町
  外の在住者も含む。）であるものに限ります。

（注）「常時10人未満」というのは、常に10人に満たないということであって、多忙な時期などに臨時に雇い入れた者がある
ような場合には、その人数を除いた人数が10人未満であることです。

(2) この特例の適用を受けた場合には、次に掲げる期間中の徴収に係る特別徴収税額は、それぞれ次の期限までに納入すること
　になります。

6月～11月の徴収分　　　　 12月10日まで
12月～翌年の5月の徴収分 　 6月10日まで

2　注意事項

(3) この特例の承認を受けていた者は、その者から給与の支払を受ける者が常時10人未満でなくなった場合には、その旨（「町
　民税・県民税・森林環境税特別徴収税額の納期特例の要件を欠いた場合の届出書」）を遅滞なく明和町長に届け出なければな
　りません。
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町民税・県民税・森林環境税特別徴収税額の納期特例の要件を欠いた場合の届出書

（宛先）

届
　
出
　
者

住所又は所在地 特別徴収義務者

明和町長 氏名又は法人の名称 指定番号

及び代表者氏名 担当者 氏名

年 月 日 提出
法人番号

（連絡先） 電話

　（理由）

（個人事業主の場合、個人番号の
　記入は不要です。）

　町民税・県民税・森林環境税特別徴収税額の納期の特例の要件を欠いたので、地方税法施行令第４８条の９の１１の規定により届出します。

１　給与の支払を受ける者が常時10人未満でなくなったため

事実の発生日 年 月 日 現在常時勤務者

　納期の特例の承認を受けた後、給与の支払を受ける者が常時10人以上となった場合は、この届出書を速やかに明和町長に提出してくださ
い。

人

２　その他

（ ）

　＜注意事項＞
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（ 
 

切 
 

り 
 

取 
 

り 
 

線 
 

） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ゆうちょ銀行・郵便局での納入にあたって 

 

特別徴収税額の納入にあたり、ゆうちょ銀行・郵便局を

利用される場合は、右の「指定通知書」に日付と店（局）

名を記入して６月分納入の際に、納入先店（局）へ提出し

てください。 

 

関東都県及び山梨県内のゆうちょ銀行・郵便局をご利用される

場合は「指定通知書」の提出は必要ありません。 

また、ゆうちょ銀行・郵便局以外の金融機関を利用する場合も

提出の必要はありません。 

 

 

 

 

 

  年  月  日 

 

ゆうちょ銀行    店長 様 

        郵便局長 様 

 

群馬県明和町長 

 

ゆうちょ銀行・郵便局指定通知書 

 

貴店（局）を地方税法第 321条の５第４項の規定に基づ

いて、明和町の町民税・県民税・森林環境税（特別徴収税

額）の納入取扱店（局）に指定しましたのでご通知します。 

 

１ 口 座 番 号  ００１４０－７－９６０４１８ 

 ２ 加入者名称  邑楽郡明和町会計管理者 

 ３ 取りまとめ局  ゆうちょ銀行 東京貯金事務センター 
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